
第３次大田原市行政改革大綱（平成28年度～令和2年度）に基づく

『 行 政 改 革 年 度 別 実 施 計 画 書 』

大　田　原　市

令和２年度実績
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　目次　兼　達成度評価　一覧

２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

（2016） （2017） （2018） （2019） （2020） a

自主防災組織の推進 危機管理課 1 1 c c b b d c ｂ

地域協働の推進
（特定健康診査・がん検診の受診率向上）

健康政策課
国保年金課

2 2 b c b b c c ｃ

生涯学習推進計画への協働体制の位置付け 生涯学習課 3 3 a a ｄ

保育園民間委託の推進 保育課 4 4 d a a a a a

道路補修業務の包括委託の推進 道路課 5 5 c c b b b b

民間委託等の推進 総務課 6 6 b b c c b b

火葬場事業の広域化 生活環境課 7 7 a c a a

窓口業務のアウトソーシング 総務課 8 8 a b a c b b

様々な情報発信手段を用いての情報発信 情報政策課 9 9 c b c b b b

電子申告の普及推進 税務課 10 10 a a a a a a 評価区分 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

事務事業の検証、改善 総務課 11 11 a d a a a b 19 15 18 15 18

ＩＣＴを活用した事務プロセスのシステム化 情報政策課 12 12 d d d a a c (70.4 %) (57.7 %) (69.2 %) (60.0 %) (72.0 %) 

定員適正化計画による定員管理 総務課 13 13 a d a a a a 2 3 5 6 5

多様な人材の確保、育成のための人事評価制度等の充実 総務課 14 14 a a a a a a (7.4 %) (11.5 %) (19.2 %) (24.0 %) (20.0 %) 

４　行政体制の見直し 組織機構の見直し 総務課 15 15 a a a a a a 3 5 2 4 1

財政の健全化 財政課 16 16 a a b b a a (11.1 %) (19.2 %) (7.7 %) (16.0 %) (4.0 %) 

市税等の徴収率の向上 収納対策課ほか２ 17 17 a a a a a a 3 3 1 0 1

広告事業による税外収入の確保 政策推進課 18 18 a a a a a a (11.1 %) (11.5 %) (3.9 %) (0.0 %) (4.0 %) 

ふるさと納税寄附金の促進 政策推進課 19 19 a c b b b b 27 26 26 25 25

時間外勤務時間の削減 総務課 20 20 d a a a a a (100.0 %) (100.0 %) (100.0 %) (100.0 %) (100.0 %) 

経費の節減
（事務改善マニュアルに基づく削減）

総務課 21 21 a a a c a a

市有財産の有効活用 財政課 22 22 a a a c a a 大項目 ２８年度 ２９年度 ３０年度 元年度 ２年度

下水道使用料等の徴収率の向上 上下水道課 23 23 a a a a a a 1 c c c c c

下水道未接続対策の強化 上下水道課 24 24 a a a a a a 2 b c c b a

公営企業会計の適用 上下水道課 25 25 a a a a a a 3 a c a a a

水道料金の徴収率の向上 上下水道課 26 26 a a a a a a 4 a a a a a

水道有収率の向上 上下水道課 27 27 a a a a a a 5 b a a c a

年度別達成度 b b b b a a 6 a a a a a

【年度別実施計画の最終評価について】
　計画期間内の評価を数値化（a：4点、b：3点、ｃ：2点、d：1
点）し、５年間の取組を20点満点として評価しています（a：20～
18点、b：17～13点、ｃ：12～8点、d：8点未満）。ただし、最
終目標に具体的な数値等の設定がある取組は、令和２年度評価が最
終評価となります。

１ 自助・共助・公助のまちづくり
の推進

３　効率的な執行体制の確立

５　持続可能な財政構造の確立

６　公営企業等の経営健全化

２　市民サービスの向上

ｃ

ｄ

計

大項目ごとの評価

ｂ

※ 数値目標設定と数値以外の目標設定の両方がある場合は、数値目
標を優先とします。

評価区分ごとの件数と割合

a

ページ
小項目

No.
90%以上 ほぼ達成したとき。

80％以上～90％未満 大半を達成したとき。

60％以上～80％未満 遅れているとき。

60％未満
ほとんど達成することができなかった、ま
たは、計画を実行できなかったとき。

※ 計画が複数ある場合は、その中で最低の評価とします。

達成度評価基準

達　　成　　度

最 終

評価区分 数値以外で設定数値設定あり
大項目 小項目（取組内容） 担当課
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１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（１）　市民との協働と市民参加のしくみづくり

　　　○自主防災組織の推進 課　名 ： 危機管理課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28 ２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ
１４組織（１５自治会）の
新規自主防災組織の結成 ｃ

29 ２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ
１２組織（１３自治会）の
新規自主防災組織の結成 ｃ

30 ２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ
１７組織（１８自治会）の
新規自主防災組織の結成 ｂ

1 ２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ
１７組織（１８自治会）の
新規自主防災組織の結成 ｂ

2 ２０組織の新規自主防災組織の立ち上げ
２組織（２自治会）の新規
自主防災組織の結成 ｄ

【自主防災組織の結成状況（H27自治会数170）】
平成27年度 　59自治会　結成率　34.7％
平成28年度 　74自治会　結成率　43.5％
平成29年度 　87自治会　結成率　51.1％
平成30年度　105自治会　結成率  61.7％
令和元年度　123自治会　結成率　72.3％
令和２年度　125自治会　結成率　73.9％　残り44自治会　※全169自治会
【地区別結成状況】
（地区）　　（結成済） （自治会数）
大田原地区 　74自治会 / 106自治会　残り32自治会
湯津上地区　　6自治会 /　13自治会　残り 7自治会
黒 羽 地区　 45自治会 /　50自治会　残り 5自治会

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

1

年　度　別　計　画

  各自治会単位、若しく
は２～３自治会単位で自
主防災組織を設立し、地
域に住む住民同士が助け
合い、協力し合って安全
で安心なまちづくりを推
進し、行政と協働で住み
よい地域社会を目指す。

　災害発生時の初動にお
いては、行政による対策
及び救援体制が整わない
のが実情であるため、地
域の安全・安心は、地域
住民自らが創り出すとの
意識の共有により、地域
の連帯感が醸成され、被
害の軽減が期待できる。
　また、行政と自治会の
より良い協力関係が構築
できる。

　平成２７年度までに５９自治
会５２団体が組織されている
が、地形上特に土砂災害が懸念
される旧黒羽町地区において
は、５１自治会中２５自治会が
未結成となっている。旧黒羽町
地区全域での早期の自主防災組
織設立を優先し、安全で安心な
まちづくりの構築を図るため、
最終的には全自治会(１７０)に
自主防災組織の設立を目指す。
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１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（１）　市民との協働と市民参加のしくみづくり

　　　○地域協働の推進（特定健康診査・がん検診の受診率向上） 　　　　　　　  　　　課　名 ： 健康政策課、国保年金課
取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・特定健康診査受診率　56％

・がん検診
　　肺がん　　　　　　49％
　　大腸がん　　　　　48％
　　子宮がん　　　　　38％
　　前立腺がん　　　　50％

・特定健康診査受診率 51.4％
　（平成28年度法定報告値）
・がん検診
　 肺がん　　 48.8％
　 大腸がん　 49.0％
　 子宮がん　 38.5％
　 前立腺がん 40.1％

ｂ

29

・特定健康診査受診率　　　　57％
・特定保健指導実施率　　　　60％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　　　　50％
　　大腸がん　　　　　　　　49％
　　子宮がん　　　　　　　　39％
　　前立腺がん　　　　　　　51％

・特定健康診査受診率　54.2％
・特定保健指導実施率　39.3％
（平成29年度法定報告値）
・がん検診
　　肺がん　　　　　　49.9％
　　大腸がん　　　　　49.8％
　　子宮がん　　　　　42.3％
　　前立腺がん　　　　35.9％

ｃ

30

・特定健康診査受診率　　　　52％
・特定保健指導実施率　　　　40％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　　　　50％
　　大腸がん　　　　　　　　49％
　　子宮がん　　　　　　　　39％
　　前立腺がん　　　　　　　51％

・特定健康診査受診率　53.0％
・特定保健指導実施率　47.6％
 (平成30年度法定報告値）
・がん検診
　　肺がん　　　　　　46.2％
　　大腸がん　　　　　45.9％
　　子宮がん　　　　　35.5％
　　前立腺がん　　　　44.8％

ｂ

1

・特定健康診査受診率　　　　54％
・特定保健指導実施率　　　　44％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　　　　51％
　　大腸がん　　　　　　　　50％
　　子宮がん　　　　　　　　40％
　　前立腺がん　　　　　　　52％

・特定健康診査受診率　50.0％
・特定保健指導実施率　60.8％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　45.0％
　　大腸がん　　　　　44.8％
　　子宮がん　　　　　34.3％
　　前立腺がん　　　　43.4％

ｂ

2

・特定健康診査受診率　　　　56％
・特定保健指導実施率　　　　48％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　　　　51％
　　大腸がん　　　　　　　　50％
　　子宮がん　　　　　　　　40％
　　前立腺がん　　　　　　　52％

・特定健康診査受診率　40.2％
・特定保健指導実施率　50.7％
・がん検診
　　肺がん　　　　　　35.6％
　　大腸がん　　　　　35.7％
　　子宮がん　　　　　25.9％
　　前立腺がん　　　　34.9％

c

〇県内平均　　30.2％
〇県内順位（大田原市）　7位 (市では2位)
〇近隣３市との比較（那須塩原市、矢板市、那須烏山市）
　　　那須塩原市　23.4％
　　　矢板市　　　29.6％
　　　那須烏山市　32.1％
※1　特定健康診査実施率：国保データベースによる推計値（令和3年6月上旬現在）
※2　特定保健指導実施率：健康診査・特定保健指導負担金実績報告値
　　　　　　　　　　　　（令和3年6月上旬現在）
　　 令和2年度法定報告値は令和3年11月に確定する。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

2

年　度　別　計　画

　健康長寿都市を実現
させるため、保健委員
や健康づくりリーダー
など、住民と行政が一
体となって健康づくり
や社会保障制度につい
て普及啓発を図ること
で、地域協働による市
民の健康づくりを推進
する。

　特定健康診査及びがん
検診の受診率の向上によ
り、生活習慣病の発症予
防・重症予防やがんの早
期発見・早期治療を図る
ことで、市民の健康と社
会保障制度の安定につな
がる。

 
　平成20年度から「高齢者の医療
の確保に関する法律」に基づき生
活習慣病予防対策として、医療保
険者に特定健康診査・特定保健指
導が義務付けられた。
　第3期大田原市特定健康診査等実
施計画において、令和2年度の特定
健診実施率は56％、特定保健指導
実施率は48％の目標を掲げてい
る。
　がん検診受診率は、平成26年度
実績（肺48.7%・大腸47.8%・子宮
37.5%・前立腺49.6%）を踏まえて
令和2年度の目標受診率を、肺
51%・大腸50%・子宮40%・前立腺が
ん52%の計画とした。（がん検診は
国の示す指針等と同様の検査を
行っているものを指標とする）
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１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（１）市民との協働と市民参加のしくみづくり

　　　○生涯学習推進計画への協働体制の位置付け 課　名 ： 生涯学習課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

未設置地区
　金田北地区・川西地区
川西地区の設立に向け、地域と生涯学
習課との連携を図る。
川西地区完了

全12地区生涯学習推進協議会設
置完了。（金田北地区9/30設
立）学校・公民館・生涯学習推
進協議会3者合同研修会を実施
し、地域の実情にあった生涯学
習の推進が密に取り組むことが
できた。

a

29

未設置地区
　金田北地区
金田北地区の設立に向け、生涯学習課
との連携を図る。

平成２８年度で取組完了

30 金田北地区設立をもって、全地区設置
完了

1

2

小項目
通し番号

3

年　度　別　計　画

　生涯学習を地域ぐる
みで積極的に推進する
ため、地区公民館エリ
ア毎に住民主体の生涯
学習推進協議会を設置
する。

　行政による生涯学習
推進と連携・協力しな
がら「学社連携・融合
の積極的な推進」、
「共に生き共に学ぶ地
域づくりの推進」、
「地域の特性を生かし
た地域づくりの推進」
が図られる。

　市内12地区に生涯学習推進
協議会を設立することによ
り、市内全域で地域の実情に
あった生涯学習推進に取り組
む。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】
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１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（２） 民間委託等の導入推進

　　　○保育園民間委託の推進 課　名 ： 保育課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

前年度に引き続き民営化に向けた準備
を進める。
・移譲先法人の公募及び決定
・平成29年4月民営化に向けた移譲準備

・民営化を進めるうえでの課題を協
議・検討した結果、2～3年後を目途に
再度判断するということが、前年度末
に決定された。

・決定された方針に基づき、今後の公
立保育園の民営化に向けて現況把握に
努めた。

ｄ

29
大田原市子ども・子育て支援事業計画
の中間見直しと共に、保育園の民営化
を検討し、対象保育園を決定する。

・平成29年4月から、くろばね保育園民
営化に向けた準備を開始した。
・移譲先法人による平成31年4月の開園
に向けて保護者説明会等を行った。

a

30
・移譲先法人の公募及び決定
・民営化に向けた準備

・移管先法人募集要項の作成。
・法人説明会、現地見学を実施。
・公募により、応募してきた法人を選
考委員会にて審査。審査結果良好と判
断し、移管先法人決定。
・民営化に向けた各種申請・届出など
の手続き

a

1

・4月から移管先法人による「くろばね
保育園」の運営開始
・新たに「ゆづかみ保育園」の民営化
に向けた準備を開始

・平成31年4月にくろばね保育園を学校
法人仁平学園に移管し、同法人による
運営が開始された。
・令和3年4月から、ゆづかみ保育園の
民営化に向けた準備を開始した。（令
和2年2月に保護者説明会等を実施）

a

2

・ゆづかみ保育園の移管先法人の公
募、法人選考及び法人の決定
・移管先法人とゆづかみ保育園との合
同保育の実施等民営化に向けた準備

・移管先法人募集要項の作成。
・法人説明会、現地見学を実施。
・公募により、応募してきた法人を選
考委員会にて審査。審査結果良好と判
断し、移管先法人決定。
・民営化に向けた各種申請・届出など
の手続き

a

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

4

年　度　別　計　画

　本市では、地域にお
ける子育て支援の充実
を図っており、さらに
充実させるために、公
立保育園の運営を民間
活力により、限られた
財源及び人材を効率
的・効果的に活用する
ため公立保育園の民営
化を推進する。
　なお、子ども子育て
新制度のもと、民営化
後の施設形態について
は、保育園のみならず
認定こども園も含める
ものとする。

　多様化する保育ニー
ズに対応したサービス
が提供できるようにな
る。併せて、保育園の
運営経費の削減につな
がる。

　公立保育園のうち１園
を、市内の保育需要等を見
極めながら民間委託をす
る。

6



１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（２）民間委託等の導入推進

　　　○道路補修業務の包括委託の推進 課　名 ： 道路課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
・実施業務の集計、分析
・当面の委託業務内容の検討
・委託（案）の調査検討

〇直営業務：防塵舗装、加熱舗装、砂利敷き、
除草作業、側溝路肩清掃作業、市民からの要望
苦情処理
〇委託業務：加熱舗装、路肩側溝清掃
　・加熱舗装実績（3件）

ｃ

29 ・一部業務委託の開始

〇直営業務：防塵舗装、砂利敷き、除草作業、
側溝路肩清掃作業、市民からの要望苦情処理
〇委託業務：加熱舗装、路肩側溝清掃
　・加熱舗装実績（6件）
　・側溝清掃実績（11箇所）

ｃ

30 ・包括委託に向けた調整

〇調整結果：当面は直営を継続し,一部の業務を
委託により実施する。
〇直営業務：防塵舗装、砂利敷き、除草作業、
側溝路肩清掃作業、市民からの要望苦情処理
〇委託業務：加熱舗装、路肩側溝清掃
　・加熱舗装実績（3件）
　・側溝清掃実績（8箇所）

ｂ

1 ・一部業務委託の実施

　来年度から防塵舗装の民間委託を考慮し令和
元年度は3名の人員を削減し経費削減に努めた。
〇直営業務：防塵舗装、砂利敷き、除草作業、
側溝路肩清掃作業、市民からの要望苦情処理
〇委託業務：加熱舗装、側溝清掃
　・加熱舗装実績（3件）
　・側溝清掃実績（7箇所）

ｂ

2 ・一部業務委託の継続実施

 人員を減員し経費削減に努めた。また、防塵舗
装を民間委託にし、補修基地の業務効率の向上
を図った。
〇直営作業：砂利敷、除草作業、側溝路肩清掃
作業、市民からの要望苦情処理
〇委託業務：加熱舗装、側溝清掃
　・加熱舗装実績（2件）
　・側溝清掃実績（5個所）

ｂ

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

5

年　度　別　計　画

　
　大田原市道路補修基
地が行う道路等のパト
ロール、補修及び清掃
業務などについて、民
間委託を推進する。

　
　大田原市道路補修基
地の職員数を減員し、
経費の削減を図る。
　また、通常業務等の
充実と緊急業務の機敏
性が図られる。

　大田原市道路補修基地の
業務を集計・分析し、当面
の民間委託業務及び直営業
務の検討を行い実施する。
　また、最終的に大田原市
補修基地の業務の委託計画
を作成する。

  平成28年度
  補修基地職員数　17名
 (内訳) 正規職員   5名
　　　　再任用職員 1名
　　    臨時職員  11名
　平成29年度
  補修基地職員数　16名
（内訳）正規職員　 5名
　　　　再任用職員 1名
　　  　臨時職員  10名
　平成30年度
  補修基地職員数　14名
（内訳）正規職員　 5名
　　　　再任用職員 1名
　　  　臨時職員   8名
  令和元年度
  補修基地職員数　11名
（内訳）正規職員　 5名
　　　　再任用職員 1名
　　  　臨時職員   5名
  令和２年度
  補修基地職員数　 9名
（内訳）正規職員　 5名
　　　　臨時職員   4名

7



１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

　（２）民間委託等の導入推進

　　　○民間委託等の推進 課　名 ： 総務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
他自治体の導入状況の調査

〇県内市町及び同規模自治体の指定管理者導入の調査
①今後、導入が想定される施設
　競技場、体育館、公園、駐車場、学童館など
②導入が進んでいる施設
　図書館、宿泊施設、温泉など
〇指定管理者の評価の実施（平成２８年度から）
指定管理者制度を導入している１４施設の指定管理者に対し
て評価を実施し、施設の管理運営について指導や助言を行っ
た。

ｂ

29
対象となる公の施設の選定及び
導入検討

〇９月に施設所管課に指定管理者の導入について調査を行
い、１１月に指定管理者の導入できる可能性が高いと回答し
た２０施設の所管課に対して導入に係る説明会を開催した。
また、小規模の施設については、他の類似施設との一括導入
ができるかどうか検討を行った。
〇指定管理者の評価の実施
指定管理者制度を導入している１６施設の指定管理者に対し
て評価を実施し、施設の管理運営について指導や助言を行っ
た。

ｂ

30
対象となる公の施設の選定及び
導入検討
民間委託の導入（１施設）

〇前年度に行った調査結果に基づき、３施設について導入に
向けての具体的な検討を行った結果、２施設については導入
を見送り、１施設については継続して検討することとなっ
た。
〇指定管理者の評価の実施
指定管理者制度を導入している１６施設の指定管理者に対し
て評価を実施し、施設の管理運営について指導や助言を行っ
た。

ｃ

1
対象となる公の施設の選定及び
導入検討
民間委託の導入（１施設）

〇前年度から継続して導入を検討していた１施設について、
導入を見送ることとなった。
〇指定管理者の評価の実施
指定管理者制度を導入している１６施設の指定管理者に対し
て評価を実施し、施設の管理運営について指導や助言を行っ
た。

ｃ

2
対象となる公の施設の選定及び
導入検討

〇指定管理者の指定期間が満了する８施設の選定を実施し、
７施設については継続となった。（１施設は指定辞退）
〇指定管理者の評価の実施
指定管理者制度を導入している１５施設の指定管理者に対し
て評価を実施し、施設の管理運営について指導や助言を行っ
た。評価の結果「改善指示」の件数０件。

b

小項目
通し番号

6

年　度　別　計　画

　
　公の施設に民間委託
等の導入が可能かを検
討し、推進を図る。

　
　公の施設の有効活用
及び運営の効率化と、
職員削減への対応が可
能になる。
　また、公の施設が移
譲となれば、将来的な
施設の改修・更新等に
係る経費が削減され
る。

　公の施設の管理業務の
民間委託及び施設を民間
事業者へ移譲を含め、全
庁的な取組みとして検
討、導入を推進する。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】
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　（３）共同事業の推進

　　　○火葬場事業の広域化 課　名 ： 生活環境課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

那須地区広域行政事務組合の生活
環境部会における火葬場事業の広
域化に係る協議検討の再開に向け
ての準備作業

下記の会議等にて火葬場の広域化につい
て協議。いずれも今後も引き続き内部協
議・検討を進めることで了承。
H28.5.24生活環境部会
H28.7. 8企画調整連絡会議
H28.7.14正副管理者会議
H28.7.19生活環境部会

a

29
那須地区広域行政事務組合の生活
環境部会における火葬場事業の広
域化に係る協議検討の再開

大田原市火葬場運営委員会（H29.7.31、
H29.11.13）の場において、那須塩原市
担当者に対し広域化の協議再開の必要性
を説明した。
　広域化を検討する「生活環境部会」の
事務局である那須地区広域行政事務組合
に協議検討再開の方法を相談した。

ｃ

30 火葬場事業広域化の可否の決定

H30.11.12とH30.12.26の生活環境部会に
て、３市町の考え方を再確認。
H31.1.16の企画調整連絡会議、H31.1.23
の正副管理者会議にて、「現段階とし
て、火葬場事業の広域化は見送り、現行
のまま運営を続ける」との結論となっ
た。

a

1 決定に基づく事務事業の執行 平成３０年度で取組完了

2

小項目
通し番号

7１　自助、共助、公助のまちづくりの推進

年　度　別　計　画

　火葬場事業の広域化 　本市民はもとより、那須
圏域の住民にとっての安定
的な火葬の執行とニーズに
対応した火葬時間帯の確保
及び経営の合理化を図る。

　「那須圏域の火葬場事業
広域化に関する調査研究報
告書（平成２６年３月）」
に基づき、那須地区広域行
政事務組合の生活環境部
会、さらに正副管理者会議
において協議検討を進め、
下記事項について意思決
定。
①構成市町の新火葬場建設
事業への参画の意思を確認
②広域化についての合意
③那須地区広域行政事務組
合を事業主体とするための
諸手続き着手

○大田原市火葬場
・昭和63年4月供用開始
　（経過年数31年）
・指定管理者制度
　（H29.4.1～H34.3.31）

○那須聖苑
・平成6年10月供用開始
　（経過年数24年）
・指定管理者制度
　（H29.4.1～H34.3.31）

　現行２施設の運営統合
と、広域組合による新施設
の建設

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】
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　（１）窓口サービスの向上

　　　○窓口業務のアウトソーシング 課　名 ： 総務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
他自治体の導入状況の調査

〇先進地視察（板橋区役所）
・戸籍住民課の一部業務及び総合案内業務の民間委託
・受付案内システム
〇県内市町の導入状況調査
・県内では主要な窓口業務（証明書発行等）を民間委託し
ている例がない。

　〇受付番号発券機の導入（市民課）
　・業務別の待ち人数や行政、地域企業等の情報を表示
　　⇒待ち時間のストレス軽減

a

29

ワンストップ窓口で扱える
業務の選別
民間委託が可能な業務の選
別
新庁舎総合案内の民間委託
導入のための手続き

○市民課における一部業務の民間委託
・参考見積等の徴収
・県内導入実績調査→那須町で平成30年7月より導入開始
・新庁舎への移転を控え、一時保留
○新庁舎総合案内業務の民間委託について先進地視察
・須賀川市、町田市
・仕様書等内容精査

ｂ

30

新庁舎総合案内の民間委託
の導入
窓口形態の研究
民間委託する業務の範囲の
検討

○新庁舎総合案内の民間委託の導入
・平成31年1月より業務開始
○総合窓口、総合案内サービスの研究
・日本公共サービス研究会総会へ参加し先進情報の収集

a

1

窓口形態の決定
民間委託する業務の範囲決
定
民間委託導入の手続き

大田原市単独では進展なし
令和元年11月に発足した「北那須3市町広域連携推進検討
会」における連携案件として「窓口業務委託の共同発注」
があり、那須町で実施している住民生活課（市民課）窓口
業務委託について、コストダウン及び住民サービスの向上
を目的とした共同発注を検討することとなった。

ｃ

2
民間委託する業務の範囲の
検討

○北那須3市町広域連携推進検討会（市民生活部会）にお
　いて、窓口業務委託の共同発注の検討を行っている。
検討内容）他自治体の導入状況を調査し、導入に当たって
のメリット、デメリットについて比較検討した。
○マイナポイント事業に係る申込支援業務を民間委託

ｂ

小項目
通し番号

8２　市民サービスの向上

年　度　別　計　画

　
　窓口業務を民間企業
等に委ねることが可能
かを検討し、推進を図
る。

　
　民間のノウハウを導
入することで、行政
サービスの質の向上を
図り、市民に便利で快
適な窓口環境の提供が
できるようになる。

・窓口業務の委託等の導
入検証。

・新庁舎建設の設計段階
から関係部署との情報共
有を図り、新庁舎の供用
開始に合わせて導入でき
るよう推進する。

・導入前、導入後の行政
サービスの比較。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】
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　（２）ＩＣＴを活用したサービスの向上

　　　○様々な情報発信手段を用いての情報発信 課　名 ： 情報政策課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

①市広報紙の発行部数 月22,000部
②記者会見での情報提供数 100件
③市ホームページアクセス数 970,000件
④各種媒体での情報発信
　ＦＢ250件、ＹＴ30件、ＭＡ250件
⑤新たなＳＮＳの導入検討

①22,000部
②77件
③934,666件
④ＦＢ661件、ＹＴ25件、
　ＭＡ1,408件

ｃ

29

①市広報紙の発行部数 月22,000部
②記者会見等での情報提供数 200件
　報道された割合　　　　54％
③市ホームページアクセス数 970,000件
④各種媒体での情報発信
　ＦＢ250件、ＹＴ30件、ＭＡ250件
　メール配信登録者数　3,000人

①21,600部
②211件　72％
③1,069,032件
④ＦＢ374件、ＹＴ26件、ＭＡ
1,521件、Ｔ（ツイッター）248
件
メール登録者数　3,375人

ｂ

30

①市広報紙の発行部数 月21,000部
②記者会見等での情報提供数 210件
　報道された割合　　　　56％
③市ホームページアクセス数 975,000件
④各種媒体での情報発信
　ＦＢ250件、ＹＴ30件、ＭＡ300件
　メール配信登録者数　4,500人

①21,600部
②187件　72.2％
③1,107,799件
④ＦＢ514件、ＹＴ23件、ＭＡ
1,517件、Ｔ375件
メール登録者数　4,425人

ｃ

1

①市広報紙の発行部数 月21,000部
②記者会見等での情報提供数 210件
　報道された割合　　　　58％
③市ホームページアクセス数 975,000件
④各種媒体での情報発信
　ＦＢ250件、ＹＴ30件、ＭＡ300件
　メール配信登録者数　6,000人

①21,500部
②187件　73.2％
③1,280,256件
④ＦＢ622件、ＹＴ22件、ＭＡ
1,834件、Ｔ261件
メール登録者数　7,357人

ｂ

2

①市広報紙の発行部数 月20,000部
②記者会見等での情報提供数 220件
　報道された割合　　　　60％
③市ホームページアクセス数 980,000件
④各種媒体での情報発信
　ＦＢ250件、ＹＴ30件、ＭＡ300件
　メール配信登録者数　7,500人

①21,500部
②196件　87.2％
③1,669,103件
④ＦＢ669件、ＹＴ33件、ＭＡ
2,787件、Ｔ441件
メール登録者数　9,966人

ｂ

　現在、市の情報は、
市広報紙、市ホーム
ページ、記者会見（プ
レスリリース）を中心
として、市公式フェイ
スブック、市公式ユー
チューブのＳＮＳを利
用して発信している
が、情報を受け取る側
の手段が多様化してい
ることから、情報を発
信する手段・方法を増
やし、情報を迅速に、
より多くの市民に伝え
ていく。

　情報発信手段を多様
化することにより、今
まで主に紙媒体で受け
取っていた情報を、Ｐ
Ｃ、タブレットＰＣ、
スマートフォンなどの
ＩＣＴ機器で、場所・
時間にかかわらずにリ
アルタイムで受け取る
ことができる。
　また、市ホームペー
ジを更に有効に活用す
ることにより、紙媒体
である市広報の発行部
数を減らすことができ
る。

①市広報紙の発行
　月20,000部発行（約10％減）

②記者会見での情報提供数
　　　　　　　 年間120件
　報道された割合　　60％
（28年度実績を基に29年度より
設定）

③市ホームページアクセス数
　　　　　　　　年間98万件

④各種媒体での情報発信(年間）
・フェイスブック（ＦＢ）350件
・ユーチューブ（ＹＴ）   50件
・メール配信　（ＭＡ）　350件
・メール配信登録者数  7,500人

その他
　新たなＳＮＳ等を用いた情報
の発信

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

9２　市民サービスの向上

年　度　別　計　画
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　（２）ＩＣＴを活用したサービスの向上

　　　○電子申告の普及推進 課　名 ： 税務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・ＰＲの実施（ホームページ、個別案内
書の送付、税理士会への案内、広報）
　

・目標６２％

電子申告実施状況
提出件数（A）　　 82,997件
電子申告件数（B） 51,816件
　　　　　(B)/(A)＝62.43％

　　　　　※達成率  100.7%

a

29

・ＰＲの実施（ホームページ、個別案内
書の送付、税理士会への案内、広報）
　

・目標６３％

電子申告実施状況
提出件数（A） 　  86,255件
電子申告件数（B） 55,778件
　　　　　(B)/(A)＝64.67％

　　　　　※達成率  102.7%

a

30

・ＰＲの実施（ホームページ、個別案内
書の送付、税理士会への案内、広報）
　

・目標６５％

電子申告実施状況
提出件数（A） 　  87,841件
電子申告件数（B） 57,284件
　　　　　(B)/(A)＝65.21％

　　　　　※達成率  100.3%

a

1

・ＰＲの実施（ホームページ、個別案内
書の送付、税理士会への案内、広報）
　

・目標６８％

電子申告実施状況
提出件数（A） 　  86,331件
電子申告件数（B） 59,630件
　　　　　(B)/(A)＝69.07％

　　　　　※達成率  101.57%

a

2

・ＰＲの実施（ホームページ、個別案内
書の送付、税理士会への案内、広報）
　

・目標７０％

電子申告実施状況
提出件数（A） 　  85,680件
電子申告件数（B） 65,326件
　　　　　(B)/(A)＝76.24％

　　　　　※達成率  108.9%

a

　個人市県民税に係る
給与支払報告書、法人
市民税の確定申告書等
の諸手続書類及び固定
資産税（償却資産）の
申告書の電子申告化を
推進する。

　納税義務者（申告
者）の申告事務が簡素
化できる。

　課税資料等の７０パーセン
ト程度の電子申告化。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

10２　市民サービスの向上

年　度　別　計　画
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　（３）事務事業の見直し

　　　○事務事業の検証、改善 課　名 ： 総務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・事務事業の検証の実
施
　コスト削減目標額
　10,000千円

〇行政評価として事務事業評価及び政策施策評価を実施した。
　評価結果により、13事業の重点化を行い、52事務事業が次年度予算へ反映した。
〇事務事業庁内検証会議として、事務事業評価の結果から8事業を選定し、検証や改善の提
案を行った。
・サービス向上による予算増額：2事業1,700千円、
・改善による予算削減額（改善効果額）：4事業31,187千円
〇「押印見直しガイドライン」を作成し、31施設の使用許可申請書等の42様式について押
印の省略を行った。
〇評価結果を総合計画の実施計画ヘ連動させるため、評価シートの見直しを行った。

a

29

・事務事業の検証の実
施
　コスト削減目標額
　10,000千円

〇行政評価として事務事業評価及び政策施策評価を実施した。
　評価結果により、11事業の重点化を行い、57事務事業が次年度予算へ反映した。
〇事務事業庁内検証会議として、事務事業評価の結果から8事業を選定し、
　検証や改善の提案を行った。
・サービス向上による予算増額：2事業600千円、
・改善による予算削減額（改善効果額）：2事業3,740千円
〇平成28年度に作成した「押印見直しガイドライン」に基づき、施設使用料減免申請書や
各種届出書等の88様式について押印の省略を行った。
〇行政評価システム（パッケージソフト）の導入を検討し、行政評価の充実と総合計画の
実施計画への連動強化のため、平成31年度の予算作成から活用することとした。

ｄ

30

・事務事業の検証の実
施
　コスト削減目標額
　10,000千円

〇行政評価として事務事業評価及び政策施策評価を実施した。
　評価結果により、9事業の重点化を行い、44事務事業を次年度予算へ反映した。
〇事務事業庁内検証会議として、事務事業評価の結果から8事業を選定し、検証や改善の提
案を行った。
・サービス向上による予算増額：2事業1,850千円
・改善による予算削減額（改善効果額）：5事業14,022千円
〇行政評価システムの導入に向けて、関係課及び業者との打ち合わせを行った。
〇新庁舎移転に合わせて、文書の管理及び保存の方法について見直し（ファイリングシス
テムの導入）を行った。

a

1

・事務事業の検証の実
施
　コスト削減目標額
　10,000千円

〇行政評価として事務事業評価及び政策施策評価を実施した。
　評価結果により、9事業の重点化を行い、71事務事業を次年度予算へ反映した。
〇事務事業庁内検証会議として、事務事業評価の結果から8事業を選定し、検証や改善の提
案を行った。
・サービス向上による予算増額：なし
・改善による予算削減額（改善効果額）：5事業24,017千円
〇行政評価システムを導入し、事務負担の軽減及び帳票のペーパーレス化を実現した。

a

2

・事務事業の検証の実
施
　コスト削減目標額
　10,000千円

〇行政評価として事務事業評価及び政策施策評価を実施した。
　評価結果により、9事業の重点化を行い、50事務事業を次年度予算へ反映した。
〇事務事業庁内検証会議は、歳入確保と歳出削減の両面からの立て直しを図るため、全
　ての事務事業の見直しに着手したことから、当面の間休止することとした。

a

小項目
通し番号
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行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】

２　市民サービスの向上

年　度　別　計　画

　
　事務事業の検証
及び行政評価を行
う。

　
　効率的・効果的
に事業を行うこと
により、健全な行
政運営、さらには
職員の意識改革が
図れる。

・事務事業の検証作業を実
施。

・行政評価の拡充を図る。
（評価手法及び評価シート
の改善）

・評価結果を予算編成に活
用する。
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　（３）事務事業の見直し

　　　○ＩＣＴを活用した事務プロセスのシステム化 課　名 ： 情報政策課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・事務プロセスのシステム化　２業務
・システム化による人工（にんく）数増減　△２人
　（平成２９年度の対前年職員減数）
≪参考≫
　定員適正化計画による対前年数（行政職）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△１２人

事務事業検索、インフラ不良
個所通報などのシステムを作
成。(８業務)

職員減数は０人

ｄ

29

・事務プロセスのシステム化　８業務
・システム化による人工数増減　△８人
　（平成３０年度の対前年職員減数）
≪参考≫
　定員適正化計画による対前年数（行政職）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△　２人

地球温暖化防止、節電取組、
コピー用紙使用量などの調査
システムを作成。(１０業務)
また、番号制度に伴う各シス
テムの改修を行った。
職員減数は０人

ｄ

30

・事務プロセスのシステム化　５業務
・システム化による人工数増減　△５人
　（平成３１年度の対前年職員減数）
≪参考≫
　定員適正化計画による対前年数（行政職）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　△８人→△１人

IC職員証を利用した就業管理
や入退室、印刷システム等の
構築、三役予定管理、ゆう
メール宛名印刷などのシステ
ム化(７業務)

職員減数は０人

ｄ

1 ・業務プロセスのシステム化　５業務

市民の声管理、令達番号付
番、選考委員会予定表、下
水道事業辞令作成、資金計
画作成、水道申込受付をシ
ステム化
（６業務）

a

2 ・業務プロセスのシステム化　５業務

健康診査割振、地活支援事
業、交際費管理、文化会館
管理、新型コロナウイルス
感染拡大協力金受付、育成
医療管理をシステム化
（６業務）

a

　平成２７年度に作成し
た「業務プロセス手順
書」をもとにして、事務
プロセスのシステム化を
推進するとともに、定員
適正化計画と連携した人
員の削減を図っていく。

　現在の業務プロセスを見
直し、ICTを活用した業務
のシステム化を推進するこ
とにより、効率的で、迅速
な業務遂行に移行すること
ができ、さらに人員削減に
つなげることができる。

　「業務プロセス手順書」にもとに事務
担当者ヒアリングを実施し、手順のシス
テム化を図り、定員適正化計画と連携
した人員の削減を図る。

（令和２年度末までの目標数値）
・事務プロセスのシステム化　２５業務
・システム化による人工（にんく）数
　　　　　　　　　　　　　増減　△２１人

≪参考≫
○定員適正化計画による職員数
　　（行政職のみ）
　平成２８年度　　５２７人（△１２人）
　平成２９年度　　５２５人（△　２人）
　平成３０年度　　５２４人（△　１人）
　令和　１年度　　５２７人（　＋３人）
　令和　２年度　　５３０人（　＋３人）
　　　　　　　（　）内：対前年増減数
　　計画期間内の削減総数（行政職）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　△９人

定員適正化計画による行政
職の削減による職員一人当
たりの事務量増大に対応する
ため、業務プロセスのシステ
ム化により、職員の負担を軽
減し、迅速で正確な市民サー
ビスを継続して実施する。

　当初の目標数値にシステム化に
よる人工数の削減を「定員適正化
計画による職員数の減少値」を設
定したが、定員適正化計画による
職員数の削減は、システム化によ
る業務効率化だけではなく、事業の
民間委託等も含めたものであり、シ
ステム化だけで削減できる人数で
はなかった。
　令和元年度からの年度別計画を
システム化した業務プロセス数の
みにに見直す。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

12２　市民サービスの向上

年　度　別　計　画

14



（１）定員管理の適正化

　　○定員適正化計画による定員管理 課　名：総務課
取組み内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　　　　績 達成状況

28

平成27年度職員数　604人
平成28年度職員数　586人
（対前年△18人）
財政効果額　105,485千円

平成27年度職員数　604人
平成28年度職員数　581人
（対前年△23人）
財政効果額　158,746千円

a

29

平成28年度職員数　586人
平成29年度職員数　581人
（対前年△5人　累計△23人）
財政効果額　28,312千円

平成28年度職員数　581人
平成29年度職員数　582人
（対前年　1人　累計△22人）
財政効果額　△5,970千円

ｄ

30

平成29年度職員数　581人
平成30年度職員数　575人
（対前年△6人　累計△29人）
財政効果額　35,820千円

平成29年度職員数　582人
平成30年度職員数　575人
（対前年△7人　累計△29人）
財政効果額　42,560千円

a

1

平成30年度職員数　575人
平成31年度職員数　571人
（対前年△4人　累計△33人）
財政効果額　23,880千円

平成30年度職員数　575人
平成31年度職員数　571人
（対前年△4人　累計△33人）
財政効果額　24,320千円

a

2

平成31年度職員数　571人
令和2年度職員数　 568人
（対前年△3人　累計△36人）
財政効果額　17,910千円

平成31年度職員数　571人
令和2年度職員数　 568人
（対前年△3人　累計△36人）
財政効果額　18,783千円

a

　
　事務事業の見直しによる
行政の効率化など、人、組
織、給与を的確に管理し、
創造的効果的な行財政運営
を行うための施策の一環と
して、職員数の適正な管理
を行うため定員適正化計画
を策定し、平成２７年４月
１日現在の職員数６０４人
を令和２年度までに１０％
削減する。

　新しい行政需要に応じた
人材を計画的に確保すると
もに、総定員を削減するこ
とにより人件費の縮減を図
ることができる。

　定年補充を抑制しつつ、
年度別の採用人数を平準化
することにより、総職員数
を令和２年度までに１０％
削減する。

※平成３１年４月に定員適
正化計画を見直し、令和２
年度末における職員数の目
標を５６８人とした。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号
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３　効率的な執行体制の確立

（２）人材の育成と意識改革

　　○多様な人材の確保、育成のための人事評価制度等の充実 課　名 ： 総務課
取組み内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　　　　績 達成状況

28
①新任職員をサポートするため
のメンター制度の研究
②人事評価制度の本格実施

①メンター研修の実施　受講者33名
　H29.1〜3まで9組で試行を実施。
②上期590人 A:3人 B1〜B3:583人 C:4人
　  H28.12勤勉手当に反映
　下期588人 A:3人 B1〜B3:575人 C:10人
    H29.6勤勉手当に反映

a

29

①メンター制度の導入
②女性のための管理職研修等の
充実
③人事評価制度の見直し

①メンター研修の実施　受講者25名
　H30.7〜H31.3まで21組で実施。
②女性職員活躍の職場づくり研修受講1名
③上期588人 A:4人 B1〜B3:582人 C:2人
　下期585人 A:8人 B1〜B3:573人 C:4人
　昇格・勤勉手当に反映
　人事評価制度の見直し（変更なし）

a

30
①新たな職員採用制度の調査研
究
②人事評価制度の見直し

①SPI総合検査や集団面接等の調査・研究を
実施しました。
②上期593人 A: 8人 B1〜B3:583人 C:2人
　下期590人 A:11人 B1〜B3:570人 C:9人
　昇格・勤勉手当に反映
　人事評価制度の見直し（変更なし）

a

1
①新たな職員採用制度の見直し
作業の着手
②人事評価制度の見直し

①SPI総合検査や集団面接、集団討論等導入
の検討を実施しました。
②上期596人 A: 6人 B1〜B3:583人 C:7人
　下期597人 A: 5人 B1〜B3:589人 C:3人
　昇格・勤勉手当に反映
　業績評価にその他の項目を追加

a

2

①職員採用制度の見直し作業の
完成と完成後の制度による採用
の実施
②人事評価制度の完成

①グループワークを導入(新型コロナのため
中止)しました。また、一部試験でSPI総合検
査を導入しました。
②上期583人 A: 6人 B1〜B3:573人 C:4人
　下期581人 A: 5人 B1〜B3:570人 C:6人
　昇格・勤勉手当に反映
　人事評価制度の見直し（変更なし）

a

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号
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　優れた人材を確保、
育成するため「大田原
市職員人材育成ビジョ
ン」に基づき取り組
む。

　市民が必要としてい
る施策を自律的、自主
的に創造し、効率的に
実施しつつ、持続可能
な地域社会経営を成し
遂げていく人材の確保
ができる。

　人材育成ビジョンの体系
に基づき、人材確保・能力
開発・人事管理のために、
それぞれに与えられたメ
ニューへの着手を行う。
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　（１）組織機構の見直し

　　　○組織機構の見直し 課　名 ： 総務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
組織及び体制の見直し検
討・実施

各課へのヒアリングを実施し、効率的な組織改編を実施しました。
　課の再編　1課増　新　設：新庁舎整備課
　係の再編　1係増
　　新設：2係、分割：1→2係、廃止：2係、他課への移管：2係

a

29
組織及び体制の見直し検
討・実施

各課へのヒアリングを実施し、効率的な組織改編を実施しました。
　課の再編　なし
　係の再編　3係増　（担当は係として計上しています。）
　　新設：2係、分割：1→2係、統合2係→1係、再編2係→3係

a

30
組織及び体制の見直し検
討・実施

各課へのヒアリングを実施し、効率的な組織改編を実施しました。
　部の再編　1部減　建設部と水道部を統合
　課の再編　増減なし（2課増、2課減）
　　　新設：保育課、国体推進課
　　　廃止：新庁舎整備課
　　　統合：道路建設課と道路維持課
　係の再編　2係減（4係増、6係減）
　・新　設：子ども幸福課給付係、高齢者幸福課介護管理係、
　　　　　　国体推進課総務係、事業係
　・廃　止：新庁舎整備課業務担当、子ども幸福課くろばね保育園、
　　　　　　国保年金課医療助成係、スポーツ振興課国体準備係
　・統　合：湯津上支所総合窓口課管理係を同課市民生活係へ統合、
　　　　　　建築住宅課設備係を同課建築係へ統合
  ・他課への移管：新庁舎技術担当（新庁舎整備課⇒財政課）

a

1
組織及び体制の見直し検
討・実施

各課へのヒアリングを実施し、効率的な組織改編を実施しました。
　課の再編　なし
　係の再編　1係減　（担当は係として計上しています。）
　・新　設：教育総務課教育施設管理担当、国体推進課会場係
　・廃　止：財政課新庁舎技術担当
　・統　合：政策推進課地域振興係を同課政策推進係へ統合
　　　　　　商工観光課観光地域振興係を同課観光交流係へ統合
　・改　編：生活環境課環境保全係、同課廃棄物対策係
　・他課へ移管：統計係（政策推進課⇒情報政策課）

a

2
組織及び体制の見直し検
討・実施

各課へのヒアリングを実施し、効率的な組織改編を実施しました。
　課の再編  2課減
　・統　合　建築指導課を建築住宅課へ統合
　　　　　　水道課と下水道課を統合
　係の再編　4係減（担当は係として計上しています。）
　・新　設：上下水道課水道施設担当、教育総務課社会施設係
　・廃　止：保育課ゆづかみ保育園（民営化）
　　　　　　スポーツ振興課管理事業係
　・統　合：湯津上支所総合窓口課市民生活係と健康福祉係を統合
　　　　　　黒羽支所総合窓口課市民生活係と健康福祉係を統合
　　　　　　水道課管理係と下水道課管理係を統合
　　　　　　議事課庶務係と議事調査係を統合
　・改　編：情報政策課デジタル推進係、上下水道課水道工務係・下水道
　　　　　　工務係・下水道維持係、教育総務課学校施設係

a

　
　多様化する行
政需要に迅速か
つ的確に対応で
きる、簡素で効
率的な組織機構
の構築を行う。

　多様な行政需要
への対応や定員適
正化計画に基づく
今後の職員減少へ
の対応を見据え、
限られた人員を効
果的に活用できる
配置が可能とな
る。

・市民にわかりやすい組織

・新庁舎建設と合わせ、ワ
ンストップサービスを含め
た市民サービスの向上を目
指した組織

・見直しに際しては、事前
に部等を単位としたヒアリ
ングを実施し、各部署の実
情と事務事業の見込みの把
握に努める。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

15４　行政体制の見直し

年　度　別　計　画
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　（１）財政健全化の推進

　　　○財政の健全化 課　名 ： 財政課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

①市債残高は前年度161億8,000万円以下
　を目標（臨時財政対策債を除く）
②財政調整基金残高は15億円程度を確保
③経常収支比率　  95％以下
④実質公債費比率　25％以下
⑤将来負担比率 　350％以下

①市債残高　158億5.900万円
②財政調整基金残高 14億1,300
万円
③経常収支比率 　94.9%
④実質公債費比率　9.4%
⑤将来負担比率　 49.6%

a

29

①市債残高は前年度158億5,900万円以下
　を目標（臨時財政対策債を除く）
②財政調整基金残高は15億円程度を確保
③経常収支比率  　95％以下
④実質公債費比率　25％以下
⑤将来負担比率 　350％以下

①市債残高　157億9.400万円
②財政調整基金残高 13億1,300
万円
③経常収支比率 　95.5%
④実質公債費比率　8.6%
⑤将来負担比率 　51.1%

a

30

①市債残高は中期財政計画の見込額167億4,600万円以
下を目標（臨時財政対策債を除く）
②財政調整基金残高は10億円以上を確保
③経常収支比率　前年度以下
④実質公債費比率　25％以下
⑤将来負担比率 　350％以下

①市債残高　170億4.600万円
②財政調整基金残高 13億1,400
万円
③経常収支比率 　95.5%
④実質公債費比率　7.9%
⑤将来負担比率 　58.2%

ｂ

1

①市債残高は中期財政計画における見込額170億5,000
万円以下を目標（臨時財政対策債を除く）
②財政調整基金残高は10億円以上を確保
③経常収支比率　前年度以下
④実質公債費比率　25％以下
⑤将来負担比率 　350％以下

①市債残高　165億2.900万円
②財政調整基金残高 10億1,400
万円
③経常収支比率   97.9%
④実質公債費比率  7.1%
⑤将来負担比率   63.7%

ｂ

2

①市債残高は中期財政計画における見込額185億3,700
万
円額以下を目標（臨時財政対策債を除く）
②財政調整基金残高は10億円以上を確保
③経常収支比率　前年度以下
④実質公債費比率　25％以下
⑤将来負担比率 　350％以下

①市債残高　173億5,000万円
②財政調整基金残高 10億1,371
万円
③経常収支比率　  96.4%
④実質公債費比率   6.4%
⑤将来負担比率　　65.0%

a

〇一般会計市債残高（臨時財政対策債を除く）
  H27：161.80億円　H28：158.59億円　H29：157.94億円　H30：170.46億円
  R01：165.29億円　R02：173.50億円
　
〇経常収支比率（適正範囲70％～80％）
　経常的な歳入に対する経常的な歳出の割合
　H27：94.6　H28：94.9　H29：95.5　H30：95.5　R01:97.9　R02：96.5％

〇実質公債費比率（適正範囲25％以下）
　公債費（借入金の返済）の財政への圧迫の大きさ
　H27：10.0　H28：9.4　H29：8.6　H30：7.9　R01:7.1　R02：6.4％

〇将来負担比率（適正範囲350％以下）
　公債費や職員の退職金などの将来の負債の大きさ
　H27：47.4　H28：49.6　H29：51.1　H30：58.2　R01:63.7　R02：65.0％

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号

16５　持続可能な財政構造の確立

年　度　別　計　画

　厳しい財政状況に対
応し、基礎的自治体と
しての役割を持続的に
果たすため、中期的な
視点に立った財政健全
化のための指針となる
中期財政計画を策定
し、財政の健全化を推
進する。

　財政の収支均衡を保
持し、持続可能な財政
基盤が構築できる。
　また、財政調整基金
の一定の確保により、
政策的な事業や臨時の
財政需要への対応が可
能となる。

　
　市債は、地方交付税措置の
ある有利な地方債の活用に努
めるとともに、臨時財政対策
債以外の発行額は、特別な事
情を除き、当該年度の元金償
還額以下とし、市債残高の減
少を目標とする。
　財政調整基金は１０億円以
上の確保を目標に積立し、年
度間の財源調整に活用する。
　予算編成の過程から、経常
収支比率等、財政指標の改善
に努める。
　平成３０年度に見直しを行
い策定した中期財政計画（令
和元年度～令和５年度）につ
いて、今後の景気動向や国の
制度改正、本市の状況に対応
するため、必要に応じ見直し
を行い、財政の健全化を図
る。
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　（２）歳入の確保
　　　○市税等の徴収率の向上 　　　　　　　　課　名 ： 収納対策課、保育課、建築住宅課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

市　　　税 98.8% 98.9%

国民健康保険税 91.7% 92.3%

介護保険料（普徴） 92.1% 91.8%

保育料 99.3% 99.8%

住宅使用料 99.0% 98.7%

市　　　税 98.8% 99.0%

国民健康保険税 91.8% 93.6%

介護保険料（普徴） 92.1% 92.0%

保育料 99.3% 99.9%

住宅使用料 99.0% 99.0%

市　　　税 98.9% 99.2%

国民健康保険税 91.8% 94.9%

介護保険料（普徴） 92.2% 92.7%

保育料 99.4% 99.8%

住宅使用料 99.1% 98.5%

市　　　税 98.9% 99.3%

国民健康保険税 91.9% 96.0%

介護保険料（普徴） 92.2% 94.5%

保育料 99.4% 99.6%

住宅使用料 99.1% 96.8%

市　　　税 99.0% 99.2%

国民健康保険税 91.9% 96.5%

介護保険料（普徴） 92.3% 95.4%

保育料 99.5% 99.4%

住宅使用料 99.2% 96.4%

a2

a

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】

a

a

年　度　別　計　画

小項目
通し番号

17５　持続可能な財政構造の確立

　自主財源確保のため、市税
等の徴収率向上が求められて
いる。収入の大部分を占める
現年度分の徴収率を引き上げ
る。そのため,滞納処分の早期
着手に努める。
　また、ペイジーサービス、
クレジット収納等の新たな収
納方法の調査を継続し、納付
環境の整備を進め、併せてマ
イナンバー制度の施行に伴
い、事務の効率化を図るなど
して徴収率の一層の向上に努
める。

　税等の負担の公平性を確保
するとともに、自主財源が確
保できる。

令和2年度までに現年度分の徴
収率を

　市税　　　　　　　99.0％
　国民健康保険税　　91.9％
　介護保険料(普徴)　92.3％
　保育料　　　　　　99.5％
　住宅使用料　　　　99.2％
　
　　まで引き上げる。

28

29

30●県内14市との比較
【市税】（令和元年度実績）
①県内平均　98.3%　②県内トップ　さくら市99.5%　 ③県内での順位　第3位　99.3%
④近隣３市との比較　那須塩原市　98.8%　矢板市　98.8%　那須烏山市　98.6%
【国民健康保険税】
①県内平均　92.1%　②県内トップ　大田原市96.0%　③県内での順位　第1位　96.0%
④近隣３市との比較　那須塩原市　92.5%　矢板市　93.1%　那須烏山市　94.7%
【介護保険料（普徴）】
④近隣３市との比較　那須塩原市　90.9%　矢板市　87.5%　那須烏山市　91.2%

【保育料】
公表なし

【住宅使用料】（平成28年度実績）※平成28年度実績以降公表されていない。
①県内平均　97.8%　②県内トップ　那須烏山市、下野市　100％
③県内での順位　第5位　98.7%
④近隣３市との比較　那須塩原市　98.0%　矢板市　98.4%　那須烏山市　100%

1

a
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５　持続可能な財政構造の確立

　（２）歳入の確保

　　　○広告事業による税外収入の確保 課　名 ： 政策推進課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

①市ホームページバナー広告事業
②市広報紙広告事業
③行政案内板広告事業
④市営バス車内広告事業
⑤市指定ゴミ袋広告事業
⑥公用封筒広告事業　計　2,390,000円
⑦その他の広告事業の実施

①21,000円　 ②315,000円　③150,000円　④324,000円
⑤740,000円　⑥529,600円　計2,079,600円
⑦その他の広告事業
・市営バス時刻表作成　649,750円
・子育てガイド作成　230,000円
・暮らしのガイドブック作成　5,600,000円
 計6,479,750円　　①～⑦合計8,459,350円

a

29

①市ホームページバナー広告事業
②市広報紙広告事業
③行政案内板広告事業
④市営バス車内広告事業
⑤市指定ゴミ袋広告事業
⑥公用封筒広告事業　計　2,727,000円
⑦その他の広告事業の実施

①87,000円　②465,000円　③150,000円　④324,000円
⑤300,000円　⑥529,600円　計1,855,600円
⑦その他の広告事業の実施
・市営バス時刻表作成　649,750円
・子育てガイド作成　230,000円
・暮らしのガイドブック作成　2,800,000円
計3,679,750円　　　①～⑦合計5,535,350円

a

30

①市ホームページバナー広告事業
②市広報紙広告事業
③行政案内板広告事業
④市営バス車内広告事業
⑤市指定ゴミ袋広告事業
⑥公用封筒広告事業　計　2,770,000円
⑦その他の広告事業の実施

①40,000円　②525,000円　③112,500円　④324,000円
⑤300,000円　⑥529,600円　計1,831,100円
⑦その他の広告事業の実施
・市営バス時刻表作成　649,750円
・子育てガイド作成　230,000円
・暮らしのガイドブック作成　2,800,000円
計3,679,750円　　①～⑦合計5,510,850円

a

1

①市ホームページバナー広告事業
②市広報紙広告事業
③市営バス車内広告事業
④市指定ゴミ袋広告事業
⑤広告付き案内板を設置
⑥広告用モニター設置
　計　2,833,000円
⑦その他の広告事業の実施

①74,000円　②450,000円　③327,000円　④300,000円
⑤・⑥187,500円
計1,338,500円
⑦その他の広告事業
・公用封筒作成　529,600円
・市営バス時刻表　649,750円
・子育てガイド作成　230,000円
・暮らしのガイド作成　2,800,000円
①～⑦合計　5,547,850円

a

2

①市ホームページバナー広告事業
②市広報紙広告事業
③市営バス車内広告事業
④市指定ゴミ袋広告事業
⑤広告付き案内板を設置
⑥広告用モニター設置
　計　2,833,000円
⑦その他の広告事業の実施

①47,000円　②405,000円　③330,000円　④300,000円
⑤・⑥150,000円
計1,232,000円
⑦その他の広告事業等
・公用封筒作成　529,600円
・市営バス時刻表　858,000円
・子育てガイド作成　425,000円
・暮らしのガイド作成　3,176,000円
・美原公園陸上競技場ネーミングライツ　300,000円
①～⑦合計　6,520,600円

a

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
通し番号
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年　度　別　計　画

　広告事業によ
り、税外収入の確
保を行う。

　広告事業を積極
的に導入すること
により、定期的な
広告収入が得ら
れ、歳入の確保が
できる。

・市ホームページバナー広告事
業の実施
・市広報紙広告事業の実施
・行政案内板広告事業
・市営バス車内広告事業
・市指定ゴミ袋広告事業
・公用封筒広告事業
・新庁舎への広告事業の推進
その他考えられる広告事業を随
時導入していく。

※Ｈ28の年度別計画①～⑤は市
の収入となった金額、⑥～⑦は
市の支出なしで作成したものを
金額に換算した金額。

20



５　持続可能な財政構造の確立

　（２）歳入の確保

　　　○ふるさと納税寄附金の促進 課　名 ： 政策推進課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・市ホームページ・フェイスブック
等での周知
・専用サイトでの周知
・魅力ある特産品等の拡充

市ＨＰ・専用サイトでの周知。『大田原市魅
力サイト』トップページへのバナー掲載。
『ゴルフプレー券』等謝礼品の拡充。
H28寄附金額：149,849千円

a

29

・市ホームページ・フェイスブック
等での周知
・専用サイトでの周知
・魅力ある特産品等の拡充

・市ＨＰでの周知
・ふるさと納税サイトでのＰＲの強化
・ポイント即時発行の導入
・既存事業者の謝礼品の拡充（梨ギフト等）
・新規事業者の登録（3事業者）
　※洋菓子・桃ジャム等
H29寄附金額：88,396.8千円

ｃ

30

・市ホームページ・フェイスブック
等での周知
・専用サイトでの周知
・魅力ある特産品等の拡充

・市ＨＰでの周知
・ふるさと納税サイトでのＰＲの強化
・既存事業者の謝礼品の拡充
　※コロッケ・那須和牛等
・新規事業者の登録（4事業者）
　※コーヒーギフト・竹かご等
・ふるさと納税ポータルサイト「さとふる」
と委託契約締結
・寄附受入金額に対する返礼品の金額を「一
律30％以下の額」にする見直し
H30寄附金額：83,428千円

ｂ

1

・市ホームページ・フェイスブック
等での周知
・専用サイトでの周知
・魅力ある特産品等の拡充

・市ＨＰでの周知
・ふるさと納税サイトでのＰＲの強化
・既存事業者の謝礼品の拡充
　※コーヒーセット等
・新規事業者の登録（11事業者）
　※自然薯・コンサートチケット等
R1寄附金額：104,703千円
（うち災害支援：4,127千円）

ｂ

2

・市ホームページ・フェイスブック
等での周知
・専用サイトでの周知
・魅力ある特産品等の拡充

・市ＨＰでの周知
・ふるさと納税サイトでのＰＲの強化
・既存事業者の謝礼品の拡充
　※思いやり型返礼品等
・新規事業者の登録（7事業者）
　※うなぎ・乗馬体験等
R2寄附金額：103,873千円

ｂ
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　大田原市ふるさと
納税寄附金要綱に基
づく寄附金の受入を
促進する。

　ふるさと納税寄附
金により、使途を指
定された事業の財源
に充当できる。

H28～H29
ふるさと納税寄附金目標額
　年額　150,000千円

H30
ふるさと納税寄附金目標額
　年額　100,000千円

R1～R2
ふるさと納税寄附金目標額
  年額　120,000千円
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（３）歳出の抑制

　　○時間外勤務時間の削減 課　名：総務課
取組み内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　　　　績 達成状況

28

【基準】平成26年度時間外勤務
時間　53,415時間

　2％を削減し、
　目標　52,300時間

実績　55,631時間

目標に対し6.37%増
ｄ

29

【基準】52,300時間

　2％を削減し、
　目標　51,200時間

実績　48,511時間

目標に対し5.25%減
a

30

【基準】51,200時間

　2％を削減し、
　目標　50,100時間

実績　47,274時間

目標に対し5.64%減
a

1

【基準】50,100時間

　2％を削減し、
　目標　49,000時間

実績　41,576時間

目標に対し15.15%減
a

2

【基準】49,000時間

　2％を削減する
　目標　48,000時間

実績　28,717時間

目標に対し40.17%減
a

　特定の職員に業務が集中
しないよう事務の適切な分
担に努めるとともに、課等
内で仕事の共有化を図るこ
とで、時間外勤務時間の削
減を図る。

　時間外勤務手当の削減及
び職員の健康の保持増進

　平成26年度時間外勤務時
間を基準とし、毎年２％の
削減を目指す。

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
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５　持続可能な財政構造の確立

　（３）歳出の抑制

　　　○経費の節減（事務改善マニュアルに基づく削減） 課　名 ： 総務課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

　実　施

　財政効果額
　20,000千円

○事務改善マニュアルに基づく経費削減
　①区内特別料金利用での経費節減額　6,914,488円
　②再生インクトナー使用による経費節減額　4,944,470円
　③電気料金の削減（26年度比）　 5,477,968円
　④コピー用紙の削減（26年度比）　702,627円
　⑤廃棄文書の溶解処分による削減　197,950円
　財政効果額    　合計18,237,503円（達成率91.2%）
〇事務改善マニュアルの改訂（Ｈ29.3）

a

29

　実　施

　財政効果額
　20,000千円

○事務改善マニュアルに基づく経費削減
　①区内特別料金利用での経費節減額　7,156,888円
　②再生インクトナー使用による経費節減額　8,362,250円
　③電気料金の削減（26年度比）　 3,601,974円
　④コピー用紙の削減（26年度比）　1,698,919円
　⑤廃棄文書の溶解処分による削減　326,030円
　財政効果額    　合計21,146,061円（達成率105.7%）

a

30

　実　施

　財政効果額
　20,000千円

○事務改善マニュアルに基づく経費削減
　①区内特別料金利用での経費節減額　7,180,278円
　②再生インクトナー使用による経費節減額　5,866,575円
　③電気料金の削減（26年度比）　 4,072,524円
　④コピー用紙の削減（26年度比）　2,027,885円
　⑤廃棄文書の溶解処分による削減　332,462円
　財政効果額    　合計19,479,724円（達成率97.4%）

a

1

　実　施

　財政効果額
　20,000千円

○事務改善マニュアルに基づく経費削減
　①区内特別料金利用での経費節減額　6,537,449円
　②再生インクトナー使用による経費節減額　2,103,770円
　③複合機一括管理による経費節減額　1,607,252円
　④電気料金の削減（26年度比）※本庁舎移転のため比較不能
　⑤コピー用紙の削減（26年度比）　2,186,126円
　⑥廃棄文書の溶解処分による削減　372,645円
　財政効果額    　合計12,807,242円（達成率64.0%）

c

2

　実　施

　財政効果額
　15,440千円

○事務改善マニュアルに基づく経費削減
　①区内特別料金利用での経費節減額　7,884,564円
　②再生インクトナー使用による経費節減額　2,176,275円
　③複合機一括管理による経費節減額　1,280,313円
　④電気料金の削減（26年度比）※本庁舎移転のため比較不能
　⑤コピー用紙の削減（26年度比）　2,398,685円
　⑥廃棄文書の溶解処分による削減　393,360円
　財政効果額    　合計14,133,197円（達成率91.5%）

a
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　事務改善マニュア
ルを基に、全庁挙げ
て経費の節減に取り
組む。

　
　行政運営の効率を
高めるとともに、物
件費を節減すること
ができる。

　事務改善マニュアルに基づ
き、全庁挙げて継続的に経費
節減を推進する。
　職員から提案される改善実
践提案等を取り入れ、経費節
減を図る。

事務改善マニュアルの改訂
新事務改善マニュアルの周知
及び実施徹底

節電エコオフィス取組方針

※令和元年度及び令和2年度
の電気料金の削減は、本庁舎
移転ため比較不能となってお
り、電気料金の削減を除いた
財政効果額は15,440千円とな
る。
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５　持続可能な財政構造の確立

　（４）適正な財産管理

　　　○市有財産の有効活用 課　名 ： 財政課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

未利用の土地・建物の把握
未利用の土地・建物の有効利用の検討
未利用の土地・建物の売却
公有財産売却　4件　16,000千円
公有財産払下　8件　 4,000千円
　　　　　　　 計　20,000千円

未利用の土地・建物の売却
　公有財産売却　6件　16,828千円
　公有財産払下　5件　 1,431千円
  　　　　　　 　計　18,259千円
物品売払収入 　 9件　 3,844千円
　　　　　　　 合計  22,103千円

a

29

未利用の土地・建物の把握
未利用の土地・建物の有効利用の検討
未利用の土地・建物の売却
公有財産売却　4件　16,000千円
公有財産払下　8件　 4,000千円
　　　　　　　 計　20,000千円

未利用の土地・建物の状況(H29末)
　12件、7,404㎡、112,195千円
未利用の土地・建物の売却
　公有財産売却　8件　29,429千円
　公有財産払下 10件　 8,309千円
  　　　　　　　 計　37,738千円

a

30

未利用の土地・建物の把握
未利用の土地・建物の有効利用の検討
未利用の土地・建物の売却
公有財産売却　4件　16,000千円
公有財産払下　8件　 4,000千円
　　　　　　　 計　20,000千円

未利用の土地・建物の状況(H30末)
　    12件、5,982㎡、67,096千円
未利用の土地・建物の売却
　公有財産売却 11件　69,964千円
　公有財産払下  2件     705千円
  　　　　　　 　計　70,669千円
物品売払収入 　33件　 1,721千円
　　　　　　　 合計  72,417千円

a

1

未利用の土地・建物の把握
未利用の土地・建物の有効利用の検討
未利用の土地・建物の売却
公有財産売却　4件　16,000千円
公有財産払下　8件　 4,000千円
　　　　　　　 計　20,000千円

未利用の土地・建物の状況(R01末)
　    11件、5,360㎡、56,031千円
未利用の土地・建物の売却
　公有財産売却   3件　8,915千円
　公有財産払下  10件  6,301千円
  　　　計　　　13件 15,216千円
物品売払収入 　 25件  　440千円
　　　　　　　  合計 15,656千円

ｃ

2

未利用の土地・建物の把握
未利用の土地・建物の有効利用の検討
未利用の土地・建物の売却
公有財産売却　4件　16,000千円
公有財産払下　8件　 4,000千円
　　　　　　　 計　20,000千円

未利用の土地・建物の状況(R02末)
　 　  9件、3,245㎡、40,976千円
未利用の土地・建物の売却
　公有財産売却   8件 22,374千円
　公有財産払下   7件  9,203千円
  　　　計　　　15件 31,577千円
物品売払収入 　  8件  2,203千円
　　　　　　　  合計 33,780千円

a

　十分に利用されてい
ない土地・建物、具体
的な利用計画を持たな
い土地・建物につい
て、利活用や売却の促
進を図る。

　保有する財産を適正
に管理することで、財
産の有効利用が図れる
とともに、利活用され
ない土地・建物の売却
により、財源の確保及
び管理費の削減を図る
ことができる。

・未利用の土地・建物の把握
・未利用の土地・建物の有効利
用の検討
・未利用の土地・建物の売却
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　（１）公営企業等の経営健全化

　　　○下水道使用料等の徴収率の向上 課　名 ： 下水道課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
・下水道使用料　現年分 99.55％

・受益者負担金　現年分 97.00％

・下水道使用料　現年分 96.57％

・受益者負担金　現年分 93.80％
a

29
・下水道使用料　現年分 99.62％

・受益者負担金　現年分 97.50％

・下水道使用料　現年分 99.46％

・受益者負担金　現年分 96.85％ a

30
・下水道使用料　現年分 99.68％

・受益者負担金　現年分 98.00％

・下水道使用料　現年分 99.30％

・受益者負担金　現年分 97.21％ a

1
・下水道使用料　現年分 99.74％

・受益者負担金　現年分 98.50％

・下水道使用料　現年分 99.61％

・受益者負担金　現年分 96.61％
a

2
・下水道使用料　現年分 99.80％

・受益者負担金　現年分 99.00％

・下水道使用料　現年分 99.75％

・受益者負担金　現年分 98.13％
a

　公共下水道事業受益者
負担金及び下水道使用料
の徴収率向上に取り組
む。

　使用料等の負担の公平性
を確保するとともに、自主
財源を確保する。

　滞納者に対する督促を強化
し、納入が困難な使用者につ
いては、分納を促す。

○平27年度末実績
　・下水道使用料
　　　現年　99.32 %
　・受益者負担金
　　　現年　94.51 %

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
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平成28年度において、過

去の届出未提出等による

賦課漏れ対策を講じた。
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　（１）公営企業等の経営健全化

　　　○下水道未接続対策の強化 課　名 ： 下水道課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28 下水道水洗化率　93.2％ 平成28年度末　93.2％ a

29 下水道水洗化率　93.4％ 平成29年度末　93.3％ a

30 下水道水洗化率　93.6％ 平成30年度末　93.4％ a

1 下水道水洗化率　93.8％ 令和元年度末　93.4％ a

2 下水道水洗化率　94.0％ 令和2年度末　93.3％ a

●県内14市との比較（令和元年度実績）
①栃木県内水洗化率 92.0%

②県内トップ　栃木市 96.3%

③県内での順位
　大田原市　第7位　93.4%

④近隣３市との比較
　那須塩原市　91.5%
　矢板市　　　82.0%
　那須烏山市　54.1%

行政改革年度別実施計画書【平成28（2016）年度～令和2（2020）年度】 小項目
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24６　公営企業等の経営健全化

年　度　別　計　画

　下水道接続率向上に取
り組む。

　使用料収入が増え、経営
強化が図れる。

　
供用開始区域及び予定区域の下
水道未接続者へ接続を促し、金
銭的理由等のため排水設備工事
が出来ないものに対しては、水
洗便所改造資金融資あっせん制
度の利用を促す。
　
〇平成27年度末実績
　下水道水洗化率　93.1％
〇令和2年度末目標
　下水道水洗化率　94.0％

※下水道水洗化率は、公共下水
道に接続出来る区域のうち実際
に公共下水道に接続している人
口割合を示す指標であり、栃木
県ホームページにおいても県内
市町の下水道水洗化率が公表さ
れています。

26



　（１）公営企業等の経営健全化

　　　○公営企業会計の適用 課　名 ： 下水道課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28 ・固定資産台帳整備

下水道事業資産調査業務委託
（決算書の整理、各施設の図面データ化など）

進捗率33％
a

29 ・固定資産台帳整備

下水道事業資産調査業務委託
（決算書の整理、処理場、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟの調査など）

農業集落排水事業資産調査業務委託
（資料収集、決算書の整理、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟの調査など）

進捗率67％

a

30
・固定資産台帳整備
・移行準備

下水道事業、農業集落排水事業資産調査業務委託
（決算書の整理、処理場、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟの調査など）
　
予算科目、勘定科目（案）の作成、例規洗い出し

進捗率85％

a

1
・固定資産台帳整備
・移行準備

下水道事業、農業集落排水事業資産調査業務委託
（決算書の整理、処理場、ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟの調査など）
　
予算科目、勘定科目（案）の作成、例規洗い出し

進捗率100％

a

2 　実施 公営企業会計の適用済 a

　公営企業会計の適
用

　下水道事業及び農業
集落排水事業に公営企
業会計を適用すること
により、経営状況が把
握され、経営基盤の強
化、市民によるガバナ
ンスの向上、及び経営
に対する職員意識の向
上が図れる。

　公共下水道事業、特定環境
保全公共下水道事業、特定地
域生活排水処理事業及び農業
集落排水事業の４事業につい
て、令和2年4月までに公営企
業会計を適用する。
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　（１）公営企業等の経営健全化

　　　○水道料金の徴収率の向上 課　名 ： 水道課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28
・現年度分　99.83%

・過年度分　71.90%

・現年度分　99.81%

・過年度分　72.27%
a

29
・現年度分　99.84%

・過年度分　71.95%

・現年度分　99.77%

・過年度分　73.95%
a

30
・現年度分　99.84%

・過年度分　72.00%

・現年度分　99.77%

・過年度分　77.00%
a

1
・現年度分　99.85%

・過年度分　72.05%

・現年度分　99.86%

・過年度分　77.85%
a

2
・現年度分　99.85%

・過年度分　72.10%

・現年度分　99.91%

・過年度分　79.63%
a

　水道料金等の徴収率向
上に取り組む。
　

　
　

　現在、水道料金の徴収率
は、非常に高い徴収率を
保っている。今後において
も、この徴収率を向上さ
せ、未収債権の早期の現金
化を図ることにより、料金
の不良債権化を最小限度に
抑えることができる。

　
　滞納者への督促を強化し、納入
意欲のない悪質滞納者に対して
は、給水停止等の措置を行う。
　
○計画期間中の目標
・現年度目標率　  99.85％
・過年度目標率　  72.10％

※公営企業会計においては、いわ
ゆる出納整理期間という概念はな
い。
　毎年度3月31日をもって未納分は
未収金として決算され、4月1日よ
り過年度分として整理されるが、
過年度分として整理せずに現年度
分として整理し率を算出する。
　また、徴収率の算出時期は、現
年度分については6月末、過年度分
は3月末とする。（現年度分につい
ては、3月に調定した水道料金の未
納に対する給水停止処分が6月10日
前後に執行されるため）
 よって、X年度現年度に計上した
X+1年度4月～6月の収納額は、X+1
年度の過年度分にも重複計上され
ている。
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　（１）公営企業等の経営健全化

　　　○水道有収率の向上 課　名 ： 水道課

取組内容 期待される効果 実施項目（具体的な目標） 実　　　　績 達成状況

28

・漏水調査の実施
　（上石上系ほか）
・老朽管更新
・次年度調査区域の検討

有収率　81.0％

・漏水調査の実施
　佐久山、町島、大輪
　3,100戸　延長110㎞

・老朽管の更新　1,140ｍ
有収率　82.7％

a

29

・漏水調査の実施
　（上石上系ほか）
・老朽管更新
・次年度調査区域の検討

有収率　81.5％

・漏水調査の実施
　大田原系、川西系、片府田系
　9,270戸　延長174㎞

・老朽管更新1,361.4ｍ
有収率　83.0％

a

30

・漏水調査の実施
　（上石上系、大田原系）
・老朽管更新
・次年度調査区域の検討

有収率　83.5％

・漏水調査の実施
　上石上系、大輪系、両郷系、
　片府田系
　1,510戸　延長387㎞

・老朽管更新2,414.4ｍ
有収率　82.7％

a

1

漏水調査の実施
　（上石上系、川西系）
・老朽管更新
・次年度調査区域の検討

有収率　84.0％

・漏水調査の実施
　大田原系
　8,810戸　延長115.2㎞

・老朽管更新2,260.2ｍ
有収率　82.5％

a

2

・漏水調査の実施
　（上石上系、湯津上系）
・老朽管更新
・次年度の調査区域の検討

有収率　84.5％

・漏水調査の実施
　上石上系、湯津上系
　延長165.2㎞

・老朽管更新2,648.1ｍ
有収率　84.3％

a
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　水道事業経営の指標の一
つである有収率の向上を図
る。

※有収率
供給した配水量に対する料
金徴収の対象となった水量
の割合

　有収率の向上により、余
分に配水している水道水の
経費を削減し、水道経営の
健全化が図れる。

　有収率向上を図るためには、
無効水量の減少が必要である。

①継続的な漏水調査業務の実施
　最大の配水量となっている上
石上系を中心に調査を行い、併
せて配水量の多い水系を実施す
る。

②効率的な漏水修理
　同一給水管を複数回修理する
ことの無いよう効率的な修理の
実施

③老朽管更新事業
　VP管等の老朽管更新を計画的
に実施する。

等の実施により有収率の向上を
図る。
（漏水調査区域：実施箇所は流
動的）●県内14市との比較（平成30年度実績）

①県内平均　80.23％

②県内トップ　小山市92.15％

③県内順位　５位　82.65％

④近隣３市との比較
那須塩原市　77.23％
矢板市　　　78.76％
那須烏山市　62.88％
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